
 

医政支発０３２５第１号  

平成 28 年 3 月 25 日  

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

 

厚生労働省医政局医療経営支援課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について 

 

 

昨年９月 28 日に公布された「医療法の一部を改正する法律」（平成 27 年法律

第 74 号）により、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第 42 条の３第１項の認

定を受けた医療法人について収益業務を行うことができることとされたことから、

「医療法人における事業報告書等の様式について」（平成 19 年医政指発 0330003

号厚生労働省医政局指導課長通知）の一部を別添のとおり改正し、本年９月１日

から適用することとしたので、御了知の上、貴管内の医療法人等に対する周知方

お願いする。 



 

（別添） 

○「医療法人における事業報告書等の様式について」（平成１９年３月３０日医政指発第０３３０００３号）（抄） 

                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

〔別 紙〕 

様式１ 

事  業  報  告  書 

（自 平成○○年○○月○○日 至 平成○○年○○月○○日） 

 

１ 医療法人の概要 

 (1) ～(4) （略） 

 (5) 役員及び評議員 

 氏   名 備          考 

理 事 長 ○○ ○○  

理  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○診療所管理者 

同 ○○ ○○ 介護老人保健施設○○園管理者 

監  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

評 議 員 ○○ ○○ 医師（○○医師会会長） 

同 ○○ ○○ 経営有識者（○○経営コンサルタント代表） 

同 ○○ ○○ 医療を受ける者（○○自治会長） 

注）１．「社会医療法人、特定医療法人及び医療法第４２条の３第１項の認定を受け

た医療法人」以外の医療法人は、記載しなくても差し支えないこと。 

  ２．理事の備考欄に、当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施

〔別 紙〕 

様式１ 

事  業  報  告  書 

（自 平成○○年○○月○○日 至 平成○○年○○月○○日） 

 

１ 医療法人の概要 

 (1) ～(4) （略） 

 (5) 役員及び評議員 

 氏   名 備          考 

理 事 長 ○○ ○○  

理  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○診療所管理者 

同 ○○ ○○ 介護老人保健施設○○園管理者 

監  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

評 議 員 ○○ ○○ 医師（○○医師会会長） 

同 ○○ ○○ 経営有識者（○○経営コンサルタント代表） 

同 ○○ ○○ 医療を受ける者（○○自治会長） 

注）１．社会医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、記載しなくても差し支え

ないこと。 

  ２．理事の備考欄に、当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施



 

設（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の管理者で

あることを記載すること。（医療法第４７条第１項参照） 

  ３．評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載すること。（医療法第４９条の

４参照） 

 

２ 事業の概要 

 (1)～(2) （略） 

 

 (3) 収益業務（社会医療法人又は医療法第４２条の３第１項の認定を受けた医療法人が行う

ことができる業務） 

種  類 実  施  場  所 備     考 

駐車場業 ○○県○○郡（市）○○町

（村）○○番地 

 

料理品小売業 ○○県○○郡（市）○○町

（村）○○番地 

 

 

 (4) ～(9) （略） 

 

設（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の管理者で

あることを記載すること。（医療法第４７条第１項参照） 

  ３．評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載すること。（医療法第４９条の

４参照） 

 

２ 事業の概要 

 (1)～(2) （略） 

 

 (3) 収益業務（社会医療法人が行うことができる業務） 

 

種  類 実  施  場  所 備     考 

駐車場業 ○○県○○郡（市）○○町

（村）○○番地 

 

料理品小売業 ○○県○○郡（市）○○町

（村）○○番地 

 

 

 (4) ～(9) （略） 

 

 


